
 

 

桶川市公共下水道事業会計 

業務状況説明書 

 

令 和 ７ 年 度 

下半期 

（１０月～３月） 

 



 

 

１ 事業の概要 

 

（１）総括事項 

公共下水道は、健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全

など広範な機能を有する基幹的な施設のひとつであり、この整備を市政

の大きな柱として、昭和４８年より積極的に取り組んできております。

一部供用開始から４５年を経過し、整備面積も拡大されてきており、令

和７年度末の汚水整備面積は８２４．４３ｈａとなりました。 

令和８年度の主な事業は、駅東口地区の雨水管整備や末広一丁目地区

の汚水圧送管整備、愛宕東線の汚水管整備を行うとともに、既存の公共

下水道施設の保守・運転管理の実施を予定しております。 

 

（２）業務量 

自 令和 ７年 ４月 １日 

至 令和 ８年 ３月３１日 

 

 

 

区 分 

項 目 
当 期 状 況 前年同期状況 

前 年 同 期 と の 比 較 

増 減 比 率 

行政区域内人口 

（人） 
74,165 74,107 58 0.08 

処理区域内人口 

（人） 
61,762 61,507 255 0.41 

水 洗 化 人 口 

（人） 
59,590 59,433 157 0.26 

普 及 率  

（％） 
83.3 83.0 - 0.3 

水 洗 化 率  

（％） 
96.5 96.6 - △0.1 

汚水処理水量 

（㎥） 
6,648,930 7,492,932 △844,002 △11.26 

一 日 平 均 汚 水 

処理水量（㎥） 
18,216 20,529 △2,313 △11.27 

有 収 水 量 

（㎥） 
5,812,442 5,830,681 △18,239 △0.31 

有 収 率 

（％） 
87.4 77.8 - 9.6 



２　経理の状況

　　　収益的収入及び支出

収入 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率

下水道事業収益 1,900,260,000 1,838,294,868 96.74%

　営業収益 882,880,000 886,234,822 100.38%

　営業外収益 1,017,380,000 952,060,046 93.58%

支出 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率

下水道事業費用 1,828,821,000 1,752,572,152 95.83%

　営業費用 1,732,694,000 1,676,425,287 96.75%

　営業外費用 90,627,000 76,146,865 84.02%

　予備費 5,500,000 0 0.00%

　　　資本的収入及び支出

収入 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率

資本的収入 676,285,000 491,357,108 72.66%

　企業債 460,900,000 299,500,000 64.98%

　負担金等 146,672,000 171,885,930 117.19%

　補助金 66,508,000 19,767,000 29.72%

　長期貸付金償還金 2,205,000 204,178 9.26%

支出 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率

資本的支出 938,397,000 732,932,586 78.10%

　建設改良費 555,898,000 352,535,437 63.42%

　固定資産購入費 0 0 0.00%

　企業債償還金 380,194,000 380,192,971 100.00%

　長期貸付金 2,205,000 204,178 9.26%

　その他資本的支出 100,000 0 0.00%



３ 予算の概要及び事業の経営方針 

 

令和８年度桶川市公共下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度桶川市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 処理区域内人口                     ５８，６００人 

 (2) 年間処理水量                   ７，８００，０５０ｍ3 

 (3) 一日平均処理水量                    ２１，３７０ｍ3 

 (4) 主要な建設改良事業 

  イ 管路建設改良費                 ６２６，６５１ 千円 

  ロ ポンプ場建設改良費               １１１，０２１ 千円 

  ハ 荒川左岸北部流域下水道建設負担金        １７４，０３６ 千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                 収   入 

 第１款 下水道事業収益              １，８９６，３９９ 千円 

  第１項  営業収益                 ８８１，０２０ 千円 

  第２項  営業外収益              １，０１５，３７９ 千円 

 

 



                 支   出 

 第１款 下水道事業費用              １，８３３，０８７ 千円 

  第１項 営業費用                １，７２９，４１６ 千円 

  第２項 営業外費用                  ９８，１７１ 千円 

  第３項 予備費                     ５，５００ 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

２４３，３３０千円は、建設改良積立金３４，２３２千円及び当年度分損益勘定留保資金２０９，０９８千円で補 

填するものとする｡)。 

                 収   入 

 第１款 資本的収入                １，０６４，７９２ 千円 

  第１項 企業債                   ６３０，３００ 千円 

  第２項 負担金等                  １７８，１８０ 千円 

  第３項 補助金                   ２５３，２５０ 千円 

  第４項 長期貸付金償還金                ３，０６２ 千円 

                 支   出 

 第１款 資本的支出                １，３０８，１２２ 千円 

  第１項 建設改良費                 ９１１，７０８ 千円 

第２項 固定資産購入費                １９，４４０ 千円 

第３項 企業債償還金                ３７３，８１２ 千円 

  第４項 長期貸付金                   ３，０６２ 千円 

  第５項 その他資本的支出                  １００ 千円 

 



（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

（単位：千円、税込み） 

款 項 事業名 総額 年度 年割額 

1 資本的支出 1 建設改良費 
ポンプ場建設改良

費（更新工事） 
69,030 

令和８年度 27,620 

令和９年度 41,410 

 （債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事項 期間 限度額 

桶川市水洗便所改造資金融資あつせん規則に

基づき、融資あつせんを受けた者が銀行等から

借り受けた資金に対する損失補償 

令和８年度から完済の年度まで 元金及び利子に対する損失補償額 

（企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公共下水道事業 

千円 

 

456,300  

普通貸借 

又は 

証券発行 

5.0％以内（ただし、利率見直し方

式で借り入れる政府資金及び地方

公共団体金融機構資金について、

利率の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率） 

政府資金については、その融通条件によ

り、銀行その他の場合はその債権者と協定

した融通条件による。ただし、財政の都合

により据置期間を短縮し、又は繰上償還若

しくは低利に借り換えることができる。 

荒川左岸北部流

域下水道事業 
174,000 同上 同上 同上 

計 630,300    



 （一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1)営業費用と営業外費用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第１０条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経

費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費                     ８１，２１９千円 

 （他会計からの補助金） 

第１１条 営業経費、建設改良費及び企業債元金償還等に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

８４，７８０千円である。 

 


